
○ 教育・保育施設を対象とする施設型給付に加え、以下の保育事業を市町村による認可事業とした上で、
地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとする。

◇ 小規模保育（利用定員６人以上１９人以下）
◇ 家庭的保育（利用定員５人以下）
◇ 居宅訪問型保育
◇ 事業所内保育（主として従業員のほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供）

○ 待機児童が都市部に集中し、また待機児童の大半が満３歳未満の児童であることを踏まえ、こうした
小規模保育や家庭的保育などの量的拡充により、待機児童の解消を図る。

○ 小規模保育、家庭的保育など、事業それぞれの特性に応じた客観的な認可基準を設定し、質の確保を図る。
また、認可の仕組みについては、大都市部の保育需要に対して、機動的に対応できる仕組みとする。

○ 保育の必要性の認定、公的契約、市町村の関与、公定価格の算定の考え方、給付の支払方法などは、
施設型給付と同様とする。

※ 郡部などの人口減少地域等においては、子ども・子育て家庭にとって身近な地域における学校教育・保育
を確保する観点から、例外的に３歳以上児の利用も認める。
→ ３歳以上児の学校教育・保育を保障するために必要な、認定こども園等や地域の小学校との連携を法令
に位置づけ、具体的な連携方策を更に検討

地域型保育給付の創設
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基本的な制度設計



○ 本制度における利用者負担については、すべての子どもに質の確保された学校教育・保育を保
障するとの考え方を踏まえ、現行制度の利用者負担の水準、利用者の負担能力を勘案した応能負
担を基本として定める。

※ただし、市町村が給付に関する利用者負担額を設定する際、給付単価を超える額を設定することはできない。

※実費徴収や実費徴収以外の上乗せ徴収については、一定の要件の下で施設が定める。

○ 利用者負担の水準については、財源の在り方と併せて、制度施行までに検討する。

本制度における利用者負担の基本的考え方

本制度における利用者負担について
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○ 地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域
の実情に応じて実施する以下の事業とする。また、対象事業の範囲は法定する。
・ 利用者支援
・ 地域子育て支援拠点事業
・ 一時預かり
・ 乳児家庭全戸訪問事業
・ 養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
・ ファミリー・サポート・センター事業
・ 子育て短期支援事業
・ 延長保育事業
・ 病児・病後児保育事業
・ 放課後児童クラブ
・ 妊婦健診
・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業
・ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

15

地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について



○ 「子ども・子育て支援法」における事務については、内閣総理大臣が主たる責任を有し、企画立案
から執行までを一元的に内閣府において所管する。

○ 認定こども園については、学校、児童福祉施設を所管する観点から、文部科学省・厚生労働省も共
管するが、制度全体としては内閣府が所管する。
その上で、内閣府に子ども・子育て本部を設置し、認定こども園に関する一元的な窓口を設け、

全ての類型を通じた給付や幼保連携の強化・推進を担う。

○ 子ども・子育て支援法の公布後２年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための
行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を
講ずる（子ども・子育て支援法附則第２条第４項）。
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国の所管及び組織体制について



■ ０．７兆円程度以外の０．３兆円超程度の確保の課題
→ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、１兆円超程度の財源が必要。

今回の消費税率の引上げにより確保する０．７兆円程度以外の０．３兆円超の財源確保が課題。

○ 社会保障・税一体改革に関する確認書（社会保障部分） （抄）
（平成24年6月15日 自由民主党・公明党・民主党 社会保障・税一体改革（社会保障部分）に関する実務者間会合）

二．社会保障改革関連５法案について
（１）子育て関連の３法案の修正等

⑤ その他、法案の附則に以下の検討事項を盛り込む。
○ 政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源の確保に努めるものとする。

⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を含めて１兆円超程度の財源が必要であり、
政府はその確保に最大限努力するものとする。

○ 子ども・子育て支援法（抄）
附 則

（財源の確保）
第３条 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。 17

安定財源の確保

■ 消費税の使い途を子育てにも拡大
→ 国分の消費税収の使い途を、現在の高齢者３経費（基礎年金、老人医療、介護）から、

社会保障４経費（年金、医療、介護、子育て）に拡大。

■ 消費税率５％引き上げにより社会保障の充実の財源に充てられる２．７兆円のうち、
０．７兆円程度が子ども・子育て支援の充実のための財源に。

■ 子ども・子育て支援の充実のための０．７兆円程度の内訳
→保育等の量の拡充（最優先課題である待機児童解消等）、質の改善（職員配置の改善・処遇改善等）に

充当。
○具体的な充当方法については、今後、内閣府の「子ども・子育て会議」（平成２５年４月設置）などにおける議論を

踏まえ検討。



本格施行までの現時点での想定イメージ（平成27年度施行を想定）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

主な動き
（想定）

4月 消費税８％引き上げ（注1）
保育緊急確保事業実施

本格施行（注2）
10月 消費税10％に引き上げ（注1）

基本指針・事業計画

認可基準（幼保連携型

認定こども園）・
確認基準

保育の必要性の
認定基準

公定価格

市町村事業

幼保連携型認定こど
も園保育要領（仮称）

保育緊急確保事業

実施体制

（注１）消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされている。
（注２）本格施行の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。
（注3）地域子ども・子育て支援事業の関係では、放課後児童健全育成事業の基準を条例で定める必要がある。

子ども・子育て支援新制度施行準備室（内閣府） 子ども・子育て本部（内閣府）

自治体において準備組織を設置 一元的実施体制を整備

会議等での検討

会議等での検討

市町村・都道府県事業計画の検討

条例の検討

会議等での検討 条例（注3）の検討

対象事業、要綱等の検討

保育計画の改定
（特定市町村） 保育緊急確保事業の実施

実態調査 実態調査、会議等での検討

届出受理・事業実施準備

国で実施 → 自治体で実施

骨格の提示

利用者負担の設定

認可・確認事務

会議等での検討 認定事務

関係審議会等での検討

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
設
置

ガイドライン等の策定

認定こども園職員に対する研修等

地方版も
順次設置
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